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福井県資源管理指針 

平成２３年３月３０日    策定 

平成２７年２月１９日 一部改正 

平成２８年２月２６日 一部改正 

平成３０年３月 ６日 一部改正 

 

第１ 福井県の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本的な考え方 

１．漁業概観（漁場環境・資源来遊状況・漁業実態・生産量等） 

福井県は、日本海側沿岸のほぼ中央に位置しており、県全体の海岸総延長距離は 415km で

ある。県中央部に位置する敦賀市を境に、それより北の“嶺北地域”では比較的単調な海岸で

あるのに対して、同市以南の“嶺南地域”では変化に富んだリアス式海岸である。 

海底の形状は、嶺南地域については、沿岸は起伏に富むものの、沖合には緩やかな大陸棚が

広がっている。一方、嶺北地域では沿岸から沖合にかけて起伏に富み、玄達瀬、松出シ瀬等の

多くの天然礁が点在している。 

このような地形に加えて、本県沖合では北上する対馬暖流、局地的な日本海固有水の湧昇等

により、本県沖合には多種多様な水産資源が育まれ、好漁場が形成されている。 

本県では恵まれた自然条件の中で、定置網、一本釣り、さし網等の沿岸漁業、底びき網やい

かつり等の沖合漁業が営まれており、越前がに（ズワイガニ）、若狭ぐじ（アカアマダイ）を

はじめ、日本三大珍味のひとつである越前雲丹（バフンウニ）等の多くの特産品がある。 

しかし、漁業経営の規模は総じて小さく、沿岸漁業経営体が 92％を占め、大規模な漁業経

営体はない。また、漁船規模も 10 トン未満が約 95％を占めている。 

漁業生産量は、近年 1 万 5 千トン前後、生産額は 80 億円前後で推移している。平成 27 年の

海面漁業生産量は 1 万 4,529 トンで、内訳をみると定置網が 61％、小型機船底びき網が 16％、

沖合底びき網が 10％、沿岸いかつり（30 トン未満船）が 4％であり、これらの漁業種類で全

体のおよそ 9 割を占めている。 

魚種別の内訳は、ブリ類が 20％、サワラ類が 19％、カレイ類が 9％、マアジが 7％、スルメ

イカが 5％、ズワイガニが 3％で、これらの魚種で全体の 6 割以上を占めている。 
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図１ 福井県における漁業生産量・生産金額の推移（農林統計より） 
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２．資源管理の実態 

本県では、基幹漁業のひとつである底びき網漁業において、早くから広域的な資源管理に取

り組まれてきた。昭和 39 年から「日本海ズワイガニ採捕に関する協定」による自主的な雌ガ

ニ・水ガニの漁期短縮、水揚量制限、未成熟ガニの保護に取り組まれ、昭和 54 年になると操

業禁止区域の設定、その後は網目制限等が実施された。平成 15～16 年にはズワイガニとアカ

ガレイの分離漁獲型底びき網が全船に導入され、漁期外のカニや小型のカレイが保護されてい

る。また、昭和 56 年～平成 8 年まで大和堆からの雌ガニ移植放流、昭和 60 年からは保護礁の

設置等も実施されている。さらに、平成 8 年からは TAC 制度のもとで、ズワイガニを対象と

した漁獲量管理が実施されているところである。 

アカガレイについては、平成 14 年に策定された「日本海西部あかがれい（ずわいがに）資

源回復計画」に基づいて資源管理が推進されているところであり、前述の分離漁獲型底びき網

の導入や海底耕耘事業が行われている。なお、アカガレイは TAE の対象魚種となっており、

漁獲努力量が管理されている。 

本県でもっとも漁獲量の多い定置網においては、現在のところ全県的な資源管理への取組は

なく、個々の経営体にゆだねられているのが現状であるが、操業の早期切り上げや定期休漁に

取り組む経営体がみられる。 

また、採介藻漁業においては、定着性水産資源を対象にすることもあり、古くから地区ごと

に操業場所や操業時間を制限しながら資源の有効利用が図られてきた。 

上記漁業以外では、いかつり漁業における光力規制や漁獲量制限、さし網漁業における網目

拡大による小型魚保護等の取組があげられる。その他の漁業においては、定期的な休漁日の設

定が定着してきているところである。 

なお、本指針における公的資源管理（公的措置）とは、漁業関係法令の他、漁業調整規則、

漁業権行使規則、漁業許可の内容、制限又は条件及び、広域漁業調整委員会指示及び各海区漁

業調整委員会指示を指すものとするが、公的措置であっても従来自主的に実施された資源管理

のための取組であって、水産基本計画（平成 14 年 3 月閣議決定）に基づく取組の開始された

平成 14 年度以降にこれら公的措置に移行したものについては、本指針においては、自主的な

取組とみなし、取り扱うものとする。 

 

第２ 海洋生物資源毎の動向及び管理の方向 

【魚種別資源管理】 

１．ズワイガニ 

（１）資源及び漁獲の状況 

ズワイガニについては、沖合底びき網漁業（大臣許可）及び小型機船底びき網漁業（知事許

可）で漁獲されている。昭和 40 年代にはおよそ 1,000 トン前後あった漁獲量は、漁獲圧の影

響もあり、その後昭和 50 年代には 200 トン台まで減少した。 

しかし、漁業関係者の自主的な資源管理措置の効果もあって、その後は増減を繰り返しなが

ら緩やかに増加し、近年は 400～500 トン台で推移しており、資源量も比較的安定していると

推測される。 
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図２－１ 福井県におけるズワイガニの漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理目標 

 現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

小型機船底びき網漁業 

現在のズワイガニ漁獲量を維持するために、本種を漁獲対象としている小型機船底びき網漁

業においては、TAC による漁獲量制限、漁業関係法令、許可内容、制限又は条件、委員会指示

を遵守するほか、「日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画」をはじめとする自主

的資源管理措置に引き続き取り組む必要がある。 

なお、小型機船底びき網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した

資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要があ

る。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 

２．アカガレイ 

（１）資源及び漁獲の状況 

アカガレイについては、沖合底びき網漁業（大臣許可）及び小型機船底びき網漁業（知事許

可）で漁獲されている。本県における漁獲量は、昭和 50 年代をピークに、平成になると 200

～300 トンまで減少している。その後しばらくは低水準を維持していたが、平成 19 年以降は

漁獲量が 1,000 トンを上回る高水準が続いている。 
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図２－２ 福井県におけるアカガレイの漁獲量の推移（農林統計及び水試資料より） 

（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 
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（３）資源管理措置 

小型機船底びき網漁業 

アカガレイ資源に関しては、現在の漁獲量を維持するために、本種を漁獲対象としている小

型機船底びき網漁業においては、TAE による漁獲努力量制限、漁業関係法令、許可内容、制限

又は条件、委員会指示を遵守するほか、「日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画」

をはじめとする自主的資源管理措置に引き続き取り組む必要がある。 

なお、小型機船底びき網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した

資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要があ

る。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 

３．ヒラメ 

（１）資源及び漁獲の状況 

本県においてヒラメは、主にさし網漁業、定置網漁業、沖合底びき網漁業（大臣許可）、小

型機船底びき網漁業（知事許可）で漁獲されているが、その他にも、一本釣り漁業（自由漁業）

など多様な漁業種類により漁獲されている。漁獲量は、昭和 50 年代には 100 トン以上、その

後は増減を繰り返しながら 60～150 トンで推移していたが、近年はやや減少傾向にある。 
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図２－３ 福井県におけるヒラメの漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

小型機船底びき網漁業 

本種を漁獲対象としている小型機船底びき網漁業においては、漁業関係法令、許可内容、制

限又は条件、委員会指示を遵守するほか、自主的資源管理措置に取り組む必要がある。 

なお、小型機船底びき網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した

資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要があ

る。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

定置網漁業 

本種を漁獲対象としている定置網漁業においては、漁業関係法令、漁業権行使規則を遵守す

るほか、自主的資源管理措置に取り組む必要がある。 

なお、定置網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した資源管理は

困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要がある。具体的

な取組については、後述の内容に従うものとする。 

さし網漁業 

本県において、さし網漁業は本種を漁獲する主要漁業である。さし網漁業においては、漁業
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関係法令、漁業権行使規則、許可内容、制限又は条件、委員会指示を遵守するほか、自主的資

源管理措置に取り組む必要がある。 

なお、さし網漁業については、本種以外の漁獲物も漁獲され、特定魚種に限定した資源管理

は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要がある。具体

的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 一本釣り漁業 

本種を漁獲対象とする一本釣り漁業においては、委員会指示を遵守するほか、自主的資源管

理措置に取り組む必要がある。なお、一本釣り漁業については、本種以外の漁獲物も漁獲され、

特定魚種に限定した資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理

に取り組む必要がある。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 

４．マダイ 

（１）資源及び漁獲の状況 

本県においてマダイは、主にさし網漁業、定置網漁業、小型機船底びき網漁業（知事許可）

で漁獲されているが、その他にも、一本釣り漁業・はえなわ漁業（自由漁業）など多様な漁業

種類により漁獲されている。近年の漁獲量は 150 トン前後となっている。 
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図２－４ 福井県におけるマダイの漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

小型機船底びき網漁業 

本種を漁獲対象としている小型機船底びき網漁業においては、漁業関係法令、許可内容、制

限又は条件、委員会指示を遵守するほか、自主的資源管理措置に取り組む必要がある。 

なお、小型機船底びき網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した

資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要があ

る。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

定置網漁業 

本種を漁獲対象としている定置網漁業においては、漁業関係法令、漁業権行使規則を遵守す

るほか、自主的資源管理措置に取り組む必要がある。 

なお、定置網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した資源管理は

困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要がある。具体的

な取組については、後述の内容に従うものとする。 

さし網漁業 

本県において、さし網漁業は本種を漁獲する主要漁業である。さし網漁業においては、漁業
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関係法令、漁業権行使規則、許可内容、制限又は条件、委員会指示を遵守するほか、自主的資

源管理措置に取り組む必要がある。 

なお、さし網漁業については、本種以外の漁獲物も漁獲され、特定魚種に限定した資源管理

は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要がある。具体

的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 はえなわ漁業 

はえなわ漁業においては、委員会指示を遵守するほか、自主的資源管理措置に取り組む必要

がある。なお、はえなわ漁業については、本種以外の漁獲物も漁獲され、特定魚種に限定した

資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要があ

る。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

一本釣り漁業 

本種を漁獲対象とする一本釣り漁業においては、委員会指示を遵守するほか、自主的資源管

理措置に取り組む必要がある。なお、一本釣り漁業については、本種以外の漁獲物も漁獲され、

特定魚種に限定した資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理

に取り組む必要がある。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 

５．スルメイカ 

（１）資源及び漁獲の状況 

スルメイカは、本県では中型いかつり漁業（大臣許可・指定漁業）、小型いかつり漁業（知

事許可・大臣届出漁業）、及び 5 トン未満のいかつり漁業（自由漁業）により主に漁獲されて

いる。漁獲量は、昭和 50 年前後にはおよそ 8,000～10,000 トンであったが、その後漸減し、

近年は 1,000 トン前後で推移している。これは資源の減少に加えて、いかつり漁船の減少に伴

う漁獲努力量の減少も関係していると考えられる。 
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図２－５ 福井県におけるスルメイカの漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

いかつり漁業 

現在の漁獲量を維持するために、主要漁業であるいかつり漁業においては、ＴＡＣによる漁

獲量制限、漁業関係法令、許可内容、制限又は条件、委員会指示を遵守するほか、自主的資源

管理措置に取り組む必要がある。 

なお、いかつり漁業については、スルメイカの他、ケンサキイカも主要漁獲対象としている

ため、スルメイカに限定した取組ではなく、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取

り組む必要がある。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 
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６．ヤナギムシカレイ 

（１）資源及び漁獲の状況 

本県においてヤナギムシカレイは、主に沖合底びき網漁業（大臣許可）、小型機船底びき網

漁業（知事許可）で漁獲されている。漁獲量については、近年では平成 15 年の約 160 トンを

ピークとしてそれ以降はほぼ毎年減少傾向にあり、近年の漁獲量は 40 トン前後である。 
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図２－６ 福井県におけるヤナギムシカレイの漁獲量の推移（農林統計及び水試資料より） 

（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

小型機船底びき網漁業 

現在のヤナギムシカレイ漁獲量を維持するために、本種を漁獲対象としている小型機船底び

き網漁業においては、漁業関係法令、許可内容、制限又は条件、委員会指示を遵守するほか、

自主的資源管理措置に引き続き取り組む必要がある。 

なお、小型機船底びき網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した

資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要があ

る。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 

７．アマダイ（アカアマダイ） 

（１）資源及び漁獲の状況 

本県において漁獲されるアマダイはアカアマダイであり、「若狭ぐじ」としてブランド化が

図られている。主にさし網漁業（こぎさし網）、はえなわ漁業（自由漁業）などにより漁獲さ

れている。漁獲量は、60～180 トン台で推移しており、近年の漁獲量は 80t 前後である。 
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図２－７ 福井県におけるアカアマダイの漁獲量の推移（農林統計より） 
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（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

さし網漁業 

本県において、さし網漁業（こぎさし網漁業）は本種を漁獲する主要漁業である。さし網漁

業においては、漁業関係法令、漁業権行使規則、許可内容、制限又は条件、委員会指示を遵守

するほか、自主的資源管理措置に取り組む必要がある。 

なお、さし網漁業については、本種以外の漁獲物も漁獲され、特定魚種に限定した資源管理

は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要がある。具体

的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 はえなわ漁業 

はえなわ漁業においては、委員会指示を遵守するほか、自主的資源管理措置に取り組む必要

がある。なお、はえなわ漁業については、本種以外の漁獲物も漁獲され、特定魚種に限定した

資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要があ

る。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 

８．アワビ 

（１）資源及び漁獲の状況 

アワビについては、主に共同漁業権内で採介藻（潜水や磯見）漁業によって漁獲されてい

る。本県における漁獲量は、一時 10 トン以下まで落ち込んだものの、近年は 15 トン前後で

推移している。 
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図２－８ 福井県におけるアワビの漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

採介藻漁業 

現在の漁獲量を維持するために、漁業関係法令、漁業権行使規則を遵守するほか、自主的措

置に取り組む必要がある。なお、採介藻漁業については、アワビ以外の漁獲物も漁獲し、特定

魚種に限定した資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取

り組む必要がある。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 

９．ベニズワイガニ 

（１）漁獲の状況 

知事許可漁業である、べにずわいかにかご漁業のみで漁獲されており、本県では現在 1 隻の
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みが操業を行っている。漁獲量は減少傾向にある。 
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図２－９ 福井県におけるベニズワイガニの漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

べにずわいかにかご漁業 

現在の漁獲量を維持するために、漁業関係法令、許可内容、制限又は条件を遵守するほか、

自主的措置として下記に重点的に取り組む必要がある。 

○漁具の制限（漁具数の制限） 

○漁獲物の制限（水ガニの保護） 

 

１０．ナマコ 

（１）資源及び漁獲の状況 

本県では、ナマコは主になまここぎ網・けた網などの小型機船底びき網漁業（知事許可）

及び共同漁業権内での採介藻（潜水や磯見）漁業により漁獲されている。本県における漁獲

量は、平成 7 年以降、概ね 40～60 トン程度で推移していたが、平成 19 年頃からは需要の高

まりに伴う漁獲努力量の増加が見られ、近年は 100 トン以上で推移している。 
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図２－１０ 福井県におけるナマコの漁獲量の推移（農林統計及び水試資料より） 

（２）資源管理目標 

現在の漁獲量水準を維持するために、資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

小型機船底びき網漁業 

本種を漁獲対象としている小型機船底びき網漁業においては、現在の漁獲量を維持するため
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に、漁業関係法令、許可内容、制限又は条件、委員会指示を遵守するほか、自主的資源管理措

置に引き続き取り組む必要がある。 

なお、小型機船底びき網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した

資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要があ

る。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

採介藻漁業 

現在の漁獲量を維持するために、漁業関係法令、漁業権行使規則を遵守するほか、自主的措

置に取り組む必要がある。なお、採介藻漁業については、ナマコ以外の漁獲物も漁獲し、特定

魚種に限定した資源管理は困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取

り組む必要がある。具体的な取組については、後述の内容に従うものとする。 

 

１１．クロマグロ 

（１）資源及び漁獲の状況 

太平洋クロマグロの資源水準については、北太平洋まぐろ類国際科学委員会において、平成

26 年の親魚資源量は約 1.7 万トンで歴史的最低水準（約 1.1 万トン）付近と推定されており、

資源水準は低位、動向は減少と判断されている。 

本県においてクロマグロは、ほとんどが定置網漁業で漁獲されているが、その他に、さし網

漁業等によりわずかに漁獲されている。漁獲量は、平成 22 年には 57 トンまで増加したが、そ

の後減少し、平成 27 年には 18 トンまで減少している。 
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図２－１１ 福井県におけるクロマグロの漁獲量の推移（水産課調べ） 

（２）資源管理目標 

資源水準は低位、資源動向は減少傾向とされていることから、資源水準の回復に向けた強度

の資源管理に取り組む。 

（３）資源管理措置 

定置網漁業 

本種を漁獲対象としている定置網漁業においては、漁業関係法令、漁業権行使規則を遵守す

るほか、強度の自主的資源管理措置に取り組む必要がある。 

なお、定置網漁業については、多種多様な漁獲物を漁獲し、特定魚種に限定した資源管理は

困難であるため、漁業種類別資源管理として包括的に資源管理に取り組む必要がある。具体的

な取組については、後述の内容に従うものとする。 
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【漁業種類別資源管理】 

１．小型機船底びき網漁業 

（１）漁獲の状況 

 小型機船底びき網漁業については、カレイ類、ズワイガニ、イカ類、ホッコクアカエビ、ハ

タハタ、ニギス類、ヒラメ、タイ類等を主な漁獲対象種とする手繰第 1 種の機船底びき網漁業、

ナマコやエビ類、貝類等を漁獲する手繰第 2 種のこぎ網漁業・けた網漁業が行われている。 

嶺北地区（越前町、福井市、三国町）では、比較的急深の地形から機船底びき網漁業（手繰

第1種）のみであり、ズワイガニとカレイ類等時期によって漁獲対象を決めて操業されている。

一方、嶺南地区（敦賀市、小浜市、おおい町）では、機船底びき網漁業（手繰第 1 種）により、

主としてカレイ類をはじめとする浅海の底魚類が漁獲されているほか、内湾部ではこぎ網漁業、

けた網漁業（手繰第 2 種）が操業されている。これら小型機船底びき網漁業は、漁法の特性上、

特定の魚種のみを選択的に漁獲することは難しい。 

漁獲量は、昭和 50 年代は 3,000～4,000 トンを維持していたが、昭和 60 年以降から徐々に

減少し、近年は 2,000～3,000 トンで推移している。 
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図３－１ 福井県における小型機船底びき網漁業の漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理措置 

魚種別資源管理の項で記述した魚種毎の資源管理目標の達成及び小型機船底びき網漁業の

現在の漁獲量水準を維持することを目的として、漁業関係法令、許可内容、制限又は条件、委

員会指示を遵守するほか、自主的措置として、下記に重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

○漁獲物の制限（雌ガニ及び水ガニの漁期短縮） 

また、上記の措置のほか、漁獲量上限の設定、分離漁獲型底びき網の導入、操業禁止区域の

設定、漁獲サイズの制限等を実施し、漁獲努力量の削減に取り組む必要がある。また、これま

で各地区で実施している海底耕耘や海底清掃の措置についても引き続き取り組むとともに、保

護礁を今後新たに設置する。 

 

２．定置網漁業 

（１）漁獲の状況 

本県では、定置漁業権に基づく大型定置網漁業と、第 2 種共同漁業権に基づく小型定置網漁

業が営まれている。定置網漁業においては、時期により漁場へ来遊する魚種が異なり、かつ受

動的な漁法の特性から、特定の魚種のみを選択的に漁獲することは困難である。そのため、漁

獲状況は対象種の資源状況及び来遊状況等により毎年変動する。 

近年漁獲されている主な魚種は、アジ類、ブリ類、サワラ類、イワシ類、サバ類、タイ類、

トビウオ等であるが、ヒラメ、クロマグロ等も漁獲される。漁獲量は、昭和 50 年代から現在
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に至るまでおよそ 4,000～9,000 トン台の範囲で変動しているが、近年は概ね 6,000～8,000 ト

ンで推移している。 
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図３－２ 福井県における定置網漁業の漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理措置 

本県において定置網漁業は、底びき網漁業と並ぶ基幹漁業であり、漁獲量の維持は重要であ

る。そこで、現在の漁獲量水準を維持することを目標として、漁業関係法令、漁業権行使規則

を遵守するほか、自主的措置として下記に重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

なお、資源水準の低下が顕著となっているクロマグロについては、強度の資源管理措置に重

点的に取り組む必要がある。 

○休漁（強度資源管理） 

また、上記措置のほか、今後は網目拡大や小型魚の再放流等による小型魚の保護にも取り組

む必要がある。 

 

３．いかつり漁業 

（１）漁獲の状況 

漁獲対象は、スルメイカ、ケンサキイカが主体で、中型いかつり漁業（大臣許可・指定漁業）、

小型いかつり漁業（知事許可・大臣届出漁業）、及び 5 トン未満のいかつり漁業（自由漁業）

により漁獲されている。漁獲量は、昭和 50 年前後にはおよそ 10,000 トンあったが、その後漸

減し、近年は 1,000～2,000 トン程度で推移している。これは資源の減少に加えて、いかつり

漁船の減少に伴う漁獲努力量の減少も関係していると考えられる。 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27

漁
獲
量
（
ト
ン
）

いかつり

 

図３－３ 福井県におけるいかつり漁業の漁獲量の推移（農林統計より） 
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（２）資源管理措置 

魚種別資源管理の項で記述した魚種の資源管理目標の達成及びいかつり漁業の現在の漁獲

量水準の維持を目的として、漁業関係法令、許可内容、制限又は条件、委員会指示を遵守する

ほか、自主的措置として下記に重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

また、上記の措置のほか、光力上限の設定、漁獲量の制限等にも取り組む必要がある。 

なお、他道府県海域で操業するものにあっては、自県海域同様、当該海域における公的資源

管理措置を遵守するとともに、資源の維持増大のための措置についても取り組む必要がある。 

 

４．さし網漁業 

（１）漁獲の状況 

さし網漁業には、第 2 種共同漁業権に基づく磯さし網漁業と、知事許可漁業である、こぎさ

し網と固定式さし網（一枚網、三枚網）漁業がある。さし網漁業の主な対象魚種は、ヒラメ、

カレイ類、タイ類、アマダイ等で、近年の漁獲量は概ね 400～500 トンで推移している。天然

礁での操業が許可内容で制限されている。 
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図３－４ 福井県におけるさし網漁業の漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理措置 

現在の漁獲量水準を維持するため、漁業関係法令、漁業権行使規則、許可内容、制限又は条

件、委員会指示を遵守するほか、下記の自主的措置に取り組む必要がある。 

○休漁 

また、上記の措置のほか、網目拡大や再放流による小型魚保護、種苗放流等にも取り組む必

要がある。また、こぎさし網においては、操業時間や操業回数の制限に取り組む必要がある。 

 

５．はえなわ漁業 

（１）漁獲の状況 

本県における、はえなわ漁業の主な対象魚種は、タイ類、アマダイ、スズキ等で、その漁

獲量は概ね 100～300 トンで推移してきたが、近年は 100～150 トン程度である。 
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図３－５ 福井県におけるはえなわ漁業の漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理措置 

現状の漁獲量水準を維持するため、委員会指示を遵守するほか、下記の自主的措置に取り

組む必要がある。 

○休漁 

また、上記の措置のほか、今後は小型魚の再放流等にも取り組む必要がある。 

 

６．一本釣り漁業 

（１）漁獲の状況 

一本釣り（いかつりを除く）漁業の主な対象魚種は、ブリ類、アジ類、タイ類、サワラ類、

メバル、カワハギ、ヒラメ等で、漁獲量は、近年 200～300 トンで安定している。しかし、そ

の一方で、メバル類など一部の根付資源は減少傾向にあると思われる。 
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図３－６ 福井県における一本釣り漁業の漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理措置 

一本釣りは、いわゆる自由漁業であるが、委員会指示で天然礁（玄達瀬・松出シ瀬）にお

ける操業が制限されている。現在の漁獲量水準を維持するために、委員会指示を遵守するほ

か、下記の自主的措置に取り組む必要がある。 

○休漁 

また、上記の措置のほか、小型魚の再放流、天然礁周辺での乗組人数または竿数制限等に

取り組む必要がある。 
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７．採介藻漁業 

（１）漁獲の状況 

採貝・採藻の主な対象種は、サザエ、アワビ、イワガキ、ウニ、ナマコ、ワカメ、モズク

等で、漁獲量は 600 トン前後で安定していたが、平成 21 年以降は 400 トン台に減少してい

る。第 1 種共同漁業権に基づく漁業であり、漁業権行使規則により操業期間が規定されてい

る。本漁業の漁獲対象となる水産生物は、定着性のものであることから、漁獲圧の影響を受

けやすいと考えられる。 
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図３－７ 福井県における採介藻漁業の漁獲量の推移（農林統計より） 

（２）資源管理措置 

現状の漁獲量水準を維持するために、漁業関係法令、漁業権行使規則を遵守するほか、下

記の自主的措置に重点的に取り組む必要がある。 

○休漁 

また、上記の措置のほか、操業時間の制限、操業禁止区域の設定、種苗放流、ヒトデなど

の外敵生物の駆除、近年増加傾向にある密漁の防止対策に取り組む必要がある。 

 

第３ 資源管理計画の評価・検証及び高度化の実施方針 

 本指針に従い作成された資源管理計画については、以下に示す手順・方法により、計画（Ｐ

ｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔ）のＰＤＣＡサイクルを着実に実

施することを通じて漁業や資源を取り巻く状況等に応じた適切な資源管理の推進を図ること

とする。 

① 策定後 4 年を経過した次の年度に、各資源管理計画に基づく資源管理措置の実施により資

源の維持・回復等の効果が見られるかどうか、その資源管理措置が適切かどうか等につき、

評価・検証する（図４）。 

② 評価・検証については、外部有識者が参加する資源管理協議会が実施する。 

③ 指標は、対象魚種の資源量やＣＰＵＥの経年的な動向を基本とし、現時点で資源量やＣＰ

ＵＥの把握が難しい魚種や漁業種類についても、漁獲努力量及び漁獲量などの経年的な変

化を組み合わせた定量的な資源動向を把握できるよう必要なデータ収集・蓄積などの体制

整備に努めるものとする（図５）。 

④ 評価・検証の結果を踏まえ、資源管理計画の目標、管理措置の内容等の見直し、改善を図

るものとするとともに、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体への周知徹底を図る。 
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計画（Ｐ）
・漁業者等による資源管理計画等の作成
・見直し、改善した計画に変更

実施（Ｄ）
・計画に基づく資源管理の取組
・資源管理協議会の開催、履行確認

改善（Ａ）
・評価・検証の結果を踏まえた計画の見
直し・改善

評価（Ｃ）
・外部有識者が参加する資源管理協議会
が計画を評価項目（評価基準）に則り評
価・検証

評価項目（評価基準）の考え方

・評価単位（魚種、漁業種類）ごとに、管理
目標に対する資源の状況（資源量やＣＰＵ
Ｅ等）を評価
・評価結果を踏まえて評価単位ごとに改
善の方向性を検討

 

図４ 資源管理計画の評価・検証（PDCA サイクル） 

 

対象魚種の資源量を把握（増加・維持されているか）

対象魚種のCPUE を把握（増加・維持されているか） データの蓄積
によって、

CPUE を把握

CPUE を把握す
るために必要
なデータ収集

体制を整備

計画参加者の漁獲努力量を把握（削減されているか）

対象魚種の漁獲量を把握（増加・維持されているか）

その他の数値的指標の場合、効果が認められるか

資源量やCPUE などが増
加・維持などされ、取組効

果が発現している場合

資源量やCPUE などが減
少し、取組効果が不十分

と認められる場合

データ不足で取組効

果が不明な場合

取組の継続
取組の拡充・強化によ

る計画の充実・補強

新たな取組の検討・追

加による計画の改善

試験研究機関等の助
言を得ながら、計画の

見直し・改善

はい

はい いいえ

いいえ

はい いいえ

評価・検証した結果

【組み合わせて評価・検証】

 

図５ 資源管理計画の評価・検証手順例 
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第４ その他 

（１）履行確認について 

本資源管理指針に従い、関係する漁業者等が資源管理計画を定めた場合には、同計画に記

載される資源管理措置について各関係漁業者は誠実に履行することが必要であるため、福井

県資源管理協議会は別紙に記載する手段を用い、その履行を適切に確認することとし、各関

係漁業者は、協議会の行う履行確認に積極的に協力しなければならない。 

また、履行確認については、漁獲管理情報処理システムも合わせて活用する必要がある。 

（２）その他 

各関係漁業者は、本指針に記載している資源管理措置以外に自主的に行っている資源管理

活動等の継続はもとより、休漁期間中も含め、種苗放流や漁場整備等の取組に積極的に参加

し、資源の増大に努めるとともに、水質の保全、藻場の保全及び造成、森林の保全及び整備

等により水質環境の改善にも引き続き取り組む必要がある。 

また、漁業資源の適正な管理のために必要がある場合は、今後の漁業情勢の変化に応じて

本指針の内容について追加・改正していくものとする。 



- 18 - 

 

別紙 

 

資源管理措置の履行確認手段について 

 

資源管理措置 履行確認手段 

休漁 ・市場荷受伝票 

・漁協仕切伝票 

・休漁票 

漁獲物の制限（水ガニ等の保護） ・市場荷受伝票 

・漁協仕切伝票 

 

漁具の制限（漁具数の制限） ・写真確認 

・漁協役職者による確認 

 

 


